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１　はじめに

米国連邦議会は、今、第１０７会期。この会期は、

世界貿易センター、国防総省（ペンタゴン）

を襲った歴史に類を見ない多発同時テロへの対

応などで多忙をきわめると思われるが、この会期

で、ほぼ確実に、インターネット時代の遠隔教育

の基盤となり推進力となる著作権の新しい枠組み

が誕生するであろう。

著作権法の改正を目指す法案の名前はTEACH

法案。正式名称は、２００１年技術・教育・著作権協

調法案（Technology, Education, and Copyright

Harmonization Act of ２００１（S.４８７））。法案提案

者は二人の上院議員、Orrin Grant Hatch（ユタ

州、共和党）とPatrick Leahy（バーモント州、

民主党）である。法案は原案を改正のうえ６月７

日全会一致で上院を通過し下院に送付された。下

院では公聴会を６月２７日開いた。政府当局（著作

権局（Copyright Office））、教育機関、コンテン

ツ制作・出版業界の３者とも、法案の無修正承認

を求めた。

公聴会で証言した米国大学協会（Association

of American Universities）執行副会長John

Vaughnは、次のように述べた。

「TEACH法案は、ディジタル遠隔教育の効用

を一層広げ、時間、場所を問わぬ授業、学習を可

能にし、その教育内容も豊かなものにする。しか

も、著作権者の利益を守る点の配慮もある。法案

は、オンライン教育への著作権のある素材の活用

拡大と、その誤った活用への適切なセーフガード

とのバランスをうまくとっている。法案は、教育

機関や図書館、著作権者など関係者すべてが満足

するものであろう。」

この公聴会の結果を受け、下院司法委員会の裁

判所・インターネット・知的財産小委員会は、７

月１１日、委員１２名全員が法案に賛成。親委員会の

司法委員会は、夏休み明け審議をおこない、可決

する見込みだ。

この小稿では、インターネットが急速に普及し

ている米国の遠隔教育の概況や著作権法改正の取

り組みの歩みなどについて述べてみたい。

２　遠隔教育とインターネット

遠隔教育は新しいものではない。１世紀以上の

歴史を有する。郵便を使っての通信教育から

始まって、ラジオ、そしてテレビを媒体とする

教育放送へと多様化してきた。この数年の急激な

変化は、ディジタル技術、コンピュータ網、世界

的なインターネットの急速な技術革新・普及とそ

の教育への応用である。伝統的な授業を補うコン

ピュータの利用から、従来は不可能だったスキル

アップ、一般教養のための生涯教育用教材のオン

ライン配信、先生・学生間の双方向コミュニケー

ションまで、コンピュータ網は、教育、研修・訓
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練の機会を革新してきたといっても過言ではない。

遠隔教育は、ここ数年、おおむね公開の素材を

使い、利用可能な著作物については限定的に使用

してきた。教室での教師・学生間のフェース・

ツー・フェースの授業で著作物の上演・演奏や

提示を行う場合は、すでに著作権法で著作権が制

限され利用許諾がなくとも上演等が自由にできる

ようになっているのに対し、情報通信ネットワー

ク経由で送られる著作物の上演・演奏、提示の

ケースではどのような場合利用が許されるのか

不明確であった。この著作権法上の不均衡が、遠

隔教育の発展をはばむ要素として無視できなくな

ってきた。TEACH法案が生まれる背景には、こ

の不均衡があった。オンライン遠隔教育の無限の

可能性を現実のものにするには、この不均衡の解

消が不可欠であった。

３ １９９８年ディジタル千年期著作権法案
（Digital Millennium Copyright Act（DMCA））

TEACH法案が誕生するまでには長い前史があ

る。

１９９８年、連邦議会で、ディジタル千年期著作権

法案（Digital Millennium Copyright Act

（DMCA））が可決された。この議会の審議では、

インターネットを利用する遠隔教育にマッチした

著作権法の枠組みを新しく設けるか否かが議論の

的になった。１９７６年著作権法に追加された法１１０

条２項にある「遠隔教育」の著作権の制限、すな

わち、著作権者の利用許諾を得なくとも著作物を

遠隔教育で利用できる条項を改正するのかが大き

な論点になった。

コンテンツを制作・出版する業界は、法案に盛

り込まれていた著作権法１１０条２項の「著作権の

制限」の改正に反対した。この改正内容では、次

のような点が危惧されたからだ。

１）あたかも学生が通常、購入しまた供与される

教材のかわりに、すべての著作物のオンライ

ン利用が許容されてしまう。

２）無許可の複製やインターネット上の流通によ

り、著作物が市場価値を喪失してしまうリス

クが生まれる。

当時、議会は結論をだすことができず、DMCA

４０３条により著作権局に遠隔教育の調査と議会へ

の調査結果の報告をもとめた。報告には、「著作

者の権利と著作物利用者のニーズとの間の適切な

バランスをたもちながら、双方向ディジタル

ネットワークなどのディジタル技術を利用して

遠隔教育が加速される方策の勧告」を含むよう要

請した。

著作権局は、次のような観点を中心に調査

を行った。

１）新たな著作権の制限の必要性

２）著作権の制限に含まれるべき著作物の範疇

３）著作権の制限の対象となるのは著作物の一部

分であるべきか。その場合、量的にはどの程

度であるべきか。

４）著作物の制限の恩恵を受ける資格を有するの

は誰か。この著作権の制限の対象となる教材

を受け取ることができる人たちは誰か。

５）著作権の制限を享受する条件として、技術的

に強制されるべき負荷条件はどの程度のもの

が適当か。

６）権利付与の有効性への配慮

著作権局の調査は広範囲にわたった。パブリッ

クコメントを求め、ワシントン、ロサンジェルス、

シカゴの３都市で公聴会を開いた。

議会には、調査報告書が１９９９年５月２５日提出さ

れた。この報告書では、

１）ディジタル遠隔教育の状況

２）ディジタル遠隔教育において現在行われてい

る著作権関連手続きの実態や技術環境

３）遠隔教育に適用される現行著作権法の分析
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４）遠隔教育に関する課題を解決するためすでに

行われている先進的な取り組み

５）著作権局の分析や連邦議会への法制度改正の

勧告に対する利害関係団体のコメント

調査報告書に盛り込まれた議会への主な勧告は

次のようなものであった。

１）著作権法１１０条２項を改正し、「送信」の定

義にはアナログのみならずディジタルも含ま

れることを明確にする。

２）著作権法１１０条２項で定める権利の対象範囲

を拡大し、ディジタル技術を使って上演・演

奏や提示のため著作物を送達することを許容

する。

３）「教室」の概念を物理的な空間、「場」と解釈

することをやめ、他方で、著作権の制限の恩

恵を享受する人たちは、正規に受講する学生

に限る。

４）「間接的に教師が介在する授業」（mediated

instruction）での著作権の制限の恩恵は、実

際の教室で著作権の制約なしに芸術作品など

を利用するときの条件と可能な限り同等なも

のにする。

５）著作権の制限の恩恵は、非営利の教育機関に

限られているがこの基本は変えない。また、

この教育機関の認定要件の強化を検討する。

６）上演・演奏権を制限する著作物の範疇を拡大

する。しかし、この追加された範疇の著作物

では「合理的かつ限定された『著作物の一部

分』」だけに著作権の制限の恩恵は限定され

る。

７）合法的に複製されたコピーの利用を強制する。

８）著作権法１１２条を修正し、短期臨時複製

（ephemeral copies）の規定を設ける。

９）著作物がディジタル形式で送信されるとき発

生する新たなリスクに対処するため数多くの

セーフガードを追加する。

４　今日の遠隔教育は

米国の遠隔教育の現状を、著作権局の議会へ提

出された調査報告書をもとにスケッチしてみよう。

米国の遠隔教育は、現在、ディジタル技術に

よって、急速に拡大しその内容も多様化してい

る。今日、遠隔教育に用いられる技術や受講する

人々、教育サービス提供機関などは、これまでの

典型的なモデルと質的にも量的にも異なってきて

いる。

遠隔教育の基本的な定義は、「受講者である生

徒・学生が、時間的かつ／あるいは空間的に講師

から離れている教育」である。遠隔教育は、教育

のあらゆる分野で活用されている。特に高等教育

での普及が顕著だ。個々の教育コースをみれば、

教室での授業と遠隔教育が組み合わされてい

るケースも多い。

遠隔教育は、その聴講生の範囲が広がってきて

おり、ほとんどすべての米国国民が受講できるよ

うになってきている。

小中学校レベルでは、遠隔教育よりも教室や家

庭での学習補助ツールとしてコンピュータ、ソフ

トパッケージ、インターネットの利用が多い。児

童生徒のコンピュータ利用はもう当たり前のこと

になっている。やや古いデータだが教育省の調査

によれば９８年秋段階で公立小中学校の８９％がイン

ターネットにアクセスし、５１％は個々の教室から

可能になっている。ソフトパッケージ教材は、家

庭での自習用の基礎読解や算数・数学のソフトな

どである。

高校レベルになると遠隔教育の活用が増加する。

高校生に対して、その通っている高校では履修で

きない短大レベルの学習コースなどを提供してい

るケースもある。また、ネブラスカ大学のCLASS

プロジェクトのようにインターネット上に高校課

程を履修できるコースを開設しているところもあ
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る。大学生以上となると、遠隔教育の機会は急速

に増える。

遠隔教育を受講する人たちはどのような人たち

なのか。

増加の特徴的な点は、より年齢が高くいわゆる

「学生」の枠からはずれる受講者や海外の受講者

が増えていることだ。学生のなかには、専門技能

の訓練・修得をめざす企業・社会の第一線で活躍

する人たちや退職した人たちも含まれている。

遠隔教育は、幾つかの障壁や不便から「リアル

な」キャンパスや教室での授業が難しいこと

がきっかけでスタートした。仕事に時間がとら

れてしまう。学校が遠い。子供や高齢者の面倒を

見なくてはならない。体が不自由だ。このような

事情が遠隔教育の契域だ。しかし、遠隔教育は、

このような不利を越えるためにあるだけではなく、

今ではディジタル技術の導入により、快適で融通

に富んだ学習機会を提供するようになってきてい

る。１９９９年はじめのInternational Data Corp.の予

測を引用してみよう。１９９８年、遠隔教育を受けて

いる学生数は全高等教育履修学生数の５％であっ

たが、２００２年には１５％に達すると見込んでいる。

また、カレッジレベルで遠隔教育を履修する学生

数は、１９９８年７１万人に対し２００２年２２０万人と予測

している。遠隔教育は、就学適齢をこえた年齢層

のニーズを吸収している。現在遠隔教育を受けて

いる人の平均像は、３４才、フルタイムの仕事につ

き、大学に通った経験をもつ。半数以上が女性だ。

さらに、米国に留学せず遠隔教育により米国の高

等教育機関の講議を受ける海外の学生が増えてき

ている。

高等教育レベルで遠隔教育を受講する多くの学

生は、仕事があってキャンパスに通えない人たち

である。そこで、HarvardやStanford、Dukeの

ような大学は、このような人たちのため、専門技

能・知識を修得する遠隔教育コースを設けている。

社会の第一線から退いた人たちも遠隔教育の機

会を享受している。可処分所得や余暇に恵まれ、

学問・専門知識を修得するというよりも生活を豊

かにしたいために受講するようだ。歩行が困難で

通学できない、一人で学びたい、といった理由か

らオンライン・コースを選択する事例もある。

遠隔教育の広がりは、教育サービスを提供する

大学などの教育機関にも変容を求めている。

遠隔教育の多くのコースは、今日でも既設の公

立、私立のカレッジ、総合大学が提供している。

しかし、非営利のＫ－１２（初等・中等教育）学校

やポスト中等教育の教育機関という伝統的な教育

機関は、もう遠隔教育で優位をしめる存在ではな

くなっている。いまでは、営利・非営利を問わず

いろいろな機関・組織が、さまざまな受講コース

を提供している。教育機関と出版社などの民間企

業が手を組むケースも出ている。

International Data Corp.のデータを紹介してみ

よう。２００２年短大の８５％、４年制大学の８４％が遠

隔教育コースを提供する見込みだ。（ちなみに

１９９８年段階では短大５８％、４年制大学６２％であ

る。）Stanford大学、Il l inois大学、Western

Governors大学などの有名大学も遠隔教育コース

を開設している。また、複数の教育機関が提携し

教育資源をプールし教育機関をまたがる講座が設

けられている。たとえば、Colorado Community

College Onlineは、基準認定を受けた１２の教育機

関が設ける３５のコースからなる。Southern

Electronic Campusは、１７５のカレッジの約１，５００

の講座、６０の学位コースから成り立っている。

Western Governors大学は、全米３０の教育機関の

講座を開設している。

米国では、教育は年１千億�のビジネスだ。遠

隔教育へのニーズの高まりにより、これまで非営

利の分野であった遠隔教育は、最近では儲かる市

場とみなされるようになった。これまでの非営利
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の教育機関に加え、営利目的の教育機関が進出し

てきた。もっとも著名なのは最大規模を誇る

Phoenix大学（UOP）で、このUOPオンラインキ

ャンパスは、学生数９千である。また、出版社な

どの民間企業がフルサービスの遠隔教育カリキュ

ラムの提供者として参入してきている。

また、遠隔教育分野でさまざまな連携が見られ

るようになった。大きく二つのジャンルに分類さ

れる。一つは非営利の大学と民間企業との提携、

そして、もう一つは大学などの教育機関どうしの

ものである。

教育の将来的な市場規模やビジネスの研修ニー

ズにマッチしたコース設定の必要性から、民間企

業が、大学と組んで遠隔教育のコースを企画・提

供するようになってきている。この提携の大きな

利点の一つは、遠隔教育技術の開発実用化の大き

なコストを、大学にかわって企業側が担ってくれ

ることだ。企業にとっては、教育環境での技術実

証という貴重な「研究」の機会を得ることができ、

また、提携先大学の最新の研究成果へアクセスが

容易になるというメリットもある。たとえば、

AT＆Tは、Pennsylvania州立大学やGeorge

Washington大学などの多数のカレッジ、総合大

学と組んで、learning Network Virtual Academy

を作ったが、この提携により大学側は広範な専門

的な研究開発の機会を得ることができた。また、

教育関係の書籍を扱う出版社は、市場性のある学

習コースを開発するため、教育機関との連携をま

すます強めている。たとえば、教育図書出版の大

手Houghton－Mifflinは、New York州立大学

Binghamton校と組んで化学一般コースを創設し

た。

大学などの教育機関は、この遠隔教育という発

展する分野で資源、経験を共有するメリットを活

かそうと、互いに提携し、州境や既存の大学シス

テムを越えた学習コースを次々に開設している。

これまでカレッジや総合大学は、各々一つの閉じ

たサークルを作り相互交流はあまりなかった。と

ころが、遠隔教育は、この垣根をこえるインセン

ティブとなった。提携の方法はさまざまだ。共通

の遠隔教育システムに相乗りして各々が個別に教

育コースを提供するかたちもあれば、各々の教育

コースを束ねて一つの「仮想」大学を作っている

ものもある。

ここで、米国に特有の話題を述べてみよう。教

育機関の「品質」確保をめぐる話題だ。

遠隔教育を行っている教育機関は、遠隔教育の

コースを正規のカリキュラムに組み込み、遠隔教

育の課程修了が正規の単位、学位の付与になるこ

とを社会的に認知させるよう努力している。この

社会的認知の仕組みにわが国にはない米国特有の

ものがあるのだ。

米国の大学制度にはアカデミック・スタンダー

ドを定義するような公的メカニズムがない。その

代わり、教育機関や講座が一定水準を満足してい

るか否かを認定する組織がある。８つの地域基準

認定協会（Regional Accrediting Body）や専門

的な学問領域などを対象とした基準認定機関であ

る。地域基準認定協会は、一般的に教育機関その

ものを審査し認定する。教育機関のすべての講座、

学位、専門課程が対象だ。図書館・資料館の整備

状況、教授等の質、カウンセリングの機能、試験

のレベルなどをチェックする。多くの高等教育機

関は、この地域基準認定協会の審査に受かるよう

努力している。ちなみに、この認定を受けること

は、州や連邦からの補助金を受け学生に奨学金を

与えるための主要条件の一つになっている。遠隔

教育もこの地域基準認定協会の審査の関門をくぐ

ることが大切になっている。非営利の公立・私立

の大学が提供する多くの遠隔教育コースは、これ

らの地域基準認定協会等から認定を受けている。

また、Jones International Universityのような営
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利の大学も認定を受け始めている。遠隔教育の

コースは特殊な評価を必要とする特性をもつゆ

え、認定基準についてこれまでのキャンパス・

コースと同じでよいかとの疑問が出ている。た

とえば、大学本部から遠く離れたところに複数の

事務管理オフィスがあるように分散した大学機能

をもつ遠隔教育のコースを評価するには、新たな

基準が必要ではないか、また、遠隔教育のコース

のなかには、単一の教育機関が提供するのではな

く、複数の教育機関が提携し一緒になって提供す

るものもあり、これをどう取り扱えばよいのか、

といった問題提起もある。

では、遠隔教育に利用される技術などについて

ふれてみよう。

遠隔教育の伝送手段として２０世紀前半はラジオ

が活躍。１９５０年代テレビが登場した。１９８１年５．５

万人、１９９６年４０万人の人たちが、公共放送サービ

ス（Public Broadcasting Service：PBS）の通信教

育を受けた。１９９０年代に入ると、コンピュータ網

やマルチメディア技術が教育現場にどんどん利用

されるようになった。現在、電子メールは、先生

と学生との間の連絡手段として普通になり、クラ

スごとのチャットルームも多くなり、また、予習

用の参考サイトへリンクを張る講座のウェブサイ

トの事例も増えている。ディジタル技術は、さま

ざまな目的、用途のため使われている。どのよう

な技術を使うかは、どのような聴講生を対象とし

ているか、どのような技術が有効か、さらに費用

はどれほどかかるかとリンクする問題だ。これま

での遠隔教育の課題は、コミュニケーションが一方

通行であった点だ。これが電子メールやチャット

ルームなどにより先生・学生間、学生どうしの間

と、双方向が可能になった。フェース・ツー・フ

ェースの授業が実現し「仮想教室」が生まれてい

る。また、遠隔教育は、より一層受けやすいもの

になり、生徒の多種多様なニーズを満たすことが

できるようになってきている。たとえば、これま

での遠隔教育は、PBSのように講義をリアルタイ

ムで受講するケースと通信添削のように先生・学

生間のやり取りが時間的にずれるケースがはっき

り分かれていた。これが電子メールなどの時間非

同期のディジタル技術とチャットルームや講義ビ

デオ放送などの時間同期の技術の組み合わせで、

先生・学生いずれも自分のライフスタイルに合わ

せた教育環境を得ることが可能になった。

遠隔教育をおこなう教育機関は、いろいろな方

法で図書館の資源を活用している。教育機関は、

図書館のスタッフを著作物の利用許諾関係の交渉

にあたらせることがある。また、図書館は、オン

ライン講座コースの提供を支援し、ディジタル補

助教材にアクセスできるよう手助けをし、著作権

法に関する相談窓口になっている。

教育機関は、遠隔教育にかかる著作権問題に対

処するため適切な対策をとるよう努力している。

たとえば、学部や職員に対し著作物の取扱いに関

する研修を行い、受講生に著作権法のイロハを教

育している。

５　著作物の利用許諾

米国の著作権法に基づく遠隔教育での著作物の

利用許諾の状況を述べてみよう。

５．１　利用許諾に関し考慮すべき事項

著作物をディジタル遠隔教育のカリキュラムに

組み込むとき著作権に配慮する必要がでてくる。

現在の著作権の利用許諾にかかる実務を理解する

ため、まず、著作物の利用形態や、著作物利用の

関係者、著作物の利用に関する権利の種類を明ら

かにしてみよう。

郵政研究所月報 ２００１．１１ 96



５．１．１　著作物の利用とは

テキスト教材の紙ベースのコピーを学生に提供

することは、今でも最も普通のやり方だ。学生に

よる印刷された教科書の購入・利用は、ディジタ

ル遠隔教育でも基本であり続けるだろう。教師は、

基本テキストのほかに、しばしば補助教材をハー

ドコピーや電子化情報のかたちで学生に渡す。

また、ときに教育機関のデータベースに補助教材

を蓄積し学生は図書館を通じアクセスするシステ

ムを利用させることもある（e－reserve）。

著作物は、講義の必須教材として講義プラン自

体に組み込まれる場合がある。このケースと、先

生が学生に参考文献、資料として示す補助教材と

を分けて考えてみるべきだろう。つまり、著作物

を遠隔教育の講義に組み込むことは、教室で著作

物を上演・演奏すること、たとえば教室の講義で

画家の絵画のスライドを投影するのと同じことだ

と見ることができる。

５．１．２　著作物利用にかかわる人たちとは

著作物利用にかかわる人たちは、３つのカテゴ

リーに分けることができる。教育機関と著作権者、

著作権管理団体である。これら３者の間に立って

著作物利用を代理・仲介する「copy shop」もあ

る。「教育機関」には、著作物の利用、利用許諾

の意思決定に関与する事務スタッフ、図書司、教

職員を含む。「著作権者」には、著作物に関する

さまざまな権利をもつ個人、団体が含まれ、出版

権や著作隣接権をもつ者も含む。

これまで、教育機関は著作物の利用者、ライセ

ンシー、著作権者はライセンサーとみなしてきた

が、実際は重複している。この重複は遠隔教育で

はもっと大きい。遠隔教育の履修コースに自らの

資源を投入しようとする教育機関の多くが他の教

育機関にコースの利用を認めている。また、遠隔

教育ではマルチメディア教材がよく話題になるが、

教育図書出版社などの著作権者は、さまざまに異

なる種類、出典の素材を組み合わせマルチメディ

ア教材を製作しており、この傾向は一層進むであ

ろう。当然、著作物の利用許諾の権利調整はます

ます増え複雑になる。

著作権管理団体は、著作権を管理し、権利者・

利用者間の著作物の利用取引を円滑にする機能を

もつ。これらの団体自体は著作物を所有するわけ

ではないが、多数の著作物の利用許諾について著

作権者から委託を受けている。米国では、各団体

は、おおむね書籍や音楽などの各範疇の著作物を

その範疇に限って取り扱っている。その役割は、

まず著作物の利用のため著作権をめぐる情報をレ

ファレンスするデータベースを整備、公開するこ

とである。これらの団体は、これまでの経験や

データベースを使って比較的早く容易に検索に

応じることができる。ときに、著作権管理団体は、

利用者に「包括許諾」を与える。これは、一定の

期間、任意の著作物の利用すべてを一定額で許諾

するものである。

米国には幾つかの主要な著作権管理団体がある。

戯曲に属さない音楽関係の著作物の演奏に関して

は、主にASCAPやBMI、SESACが扱っている。

Harry Fox Agencyは、レコード形式の音楽著作

物の複製、頒布などを対象としている。Copyright

Clearance Center（CCC）は、テキスト（絵画、

図表、文学作品等の全種類の印刷物）、特に写真

の再製の利用許諾に関する中心的な存在だ。

５．１．３　著作権の利用許諾の種類

ディジタル遠隔教育に関連しては３つの種類の

利用許諾が基本的に関係してくる。アナログ利用

の取引許諾（transactional license）、ディジタル

利用の取引許諾、そしてサイト許諾（site license）

である。これらの利用許諾の使用料は、利用許諾

の種類、利用形態、利用者によって異なる。学校

の先生は、おおむね商業利用に比べて使用料の額
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は低く、全く無料ということもある。

アナログ利用許諾は、遠隔教育では紙ベースの

コピーを作り聴講生に送るときに必要になる。

ディジタル利用許諾は、ディジタル化された著

作物を利用するときに出てくる。このときは、教

科書自体の利用許諾のほかに、アナログ教材

のディジタル化、ディジタル形式での著作物の

再製、頒布、上演・演奏、提示なども許諾の範囲

に含むことになろう。

利用ごとの対価を払う取引許諾に対して、サイ

ト許諾は、一定の期間、特定の利用者が多数の著

作物を一定の方法で利用する場合、そのすべての

利用を認めるものである。なお、包括許諾

（blanket license）という言葉があるが、これは

サイト許諾の一形態で、多数の著作権者に著作物

が帰属し年間使用料として対価が設定されている

ものである。著作権管理団体は包括許諾を取り

扱っている。サイト許諾は、学術分野でソフト

ウエアの大学全体での利用や、専門誌、定期刊行

物などの学術論文のデータベースを大学全体で利

用する場合に、使われている。サイト許諾は、数

多くの利用をすべてカバーするため考え出された

概念で、典型的には、大学のキャンパスなど物理

的なサイトの中の者に許諾の範囲は限られる。し

かし、今ではサイト許諾は、物理的な制約をこえ

サイト外であっても契約で認められた者であれば、

利用できるようになっている。

５．２　利用許諾の現状

ディジタル遠隔教育の分野で利用許諾の現状を

見る場合、二つの関連するポイントがある。どの

ような種類のコンテンツがどの程度利用許諾され

ているのか、また、教育機関は、利用許諾に代わ

ってどのような手続き、原則にしたがっているの

か、の２点である。

５．２．１　利用許諾のコンテンツの種類、許諾の状況

遠隔教育の受講者に教材を提供するため、著作

権の利用許諾の実務作業が、特に高等教育で出て

きている。しかし、今のところディジタル利用に

関する利用許諾の申請も実際の許諾もあまり事例

が多くない。

権利付与のほとんどは、アナログ形式の補助教

材に関連してであり、これらは、A４版コピー紙

などに複写され学生に配布されているのが現状だ。

多くの教育機関は、遠隔教育プログラムでこの関

係の利用許諾の事務を行っている。教材のディジ

タル利用に関する権利処理は今は比較的限られて

いるが、今後急増するであろう。ディジタル形式

の教材利用は、図書館をベースに大学全体を対象

とするサイト利用許諾のものが一般的である。補

助教材を選択する場合大学は、利用許諾済みの電

子ソースに限り、個別許諾はできるだけ避けよう

とする傾向が見られる。

ディジタル遠隔教育で利用許諾される著作物は、

テキスト教材がほとんどである。テキストのディ

ジタル化が先行してきたことがこの背景にある。

写真やスライド、絵画、オーディオビジュアル著

作物、音声録音、ソフトウエアなど、テキスト以

外の著作物のディジタル利用は、これからである。

ただ、テキストにしても紙ベースのコピーに比べ

るとディジタル利用の許諾の割合はまだわずかだ。

映像（イメージ）のディジタル利用に関する利用

許諾は、美術館の高画質の収蔵作品を教育の場に

教材として利用するためいくつかのプロジェクト

で行われているものの、利用許諾件数はわずかで

ある。同じように、教育ビデオ、商業用映画など

のオーディオビジュアル作品のプロジューサーが、

ディジタル利用のため許諾を求められるケースも

まだ少ないということである。ディジタル形式で

用いることができるオーディオビジュアル素材が

まだ量的に少ないからであろう。
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ディジタル遠隔教育に音楽作品、音声録音を利

用するため許諾を求める事例は、なお少ない。こ

の分野の２つの最大手著作権管理団体である

ASCAPとBMIは、アナログ形式での演奏のため

教育機関に低廉な対価で包括許諾をこれまで与え

てきた。ディジタル形式の演奏を教育現場で認め

る利用許諾をどう扱うかは論議されているが、

１９９９年時点では、包括許諾の事例はない。

ASCAPとBMIは、ウェブサイトに利用許諾して

いるが、これらの許諾が教育環境で用いられては

いないようだ。報道によれば、音楽出版社が、ディ

ジタル遠隔教育用に音楽作品を再製、頒布する利

用許諾を要請する事例はまだない。

音声録音については、「音声録音におけるディ

ジタル演奏権利法」（Digital Performance Rights

in Sound Recordings Act）の施行によって、１９９６

年、演奏の許諾が可能になった。レコード会社に

よれば、形式を問わず音声録音の再製・演奏の許

諾を教育機関から求められる事例はまだ少ないよ

うである。ましてディジタル利用のケースはごく

限られているとのことである。

遠隔教育のクラスでコンピュータ・ソフトウエ

アを学習の対象とする利用許諾はようやく始まっ

たばかりだ。なお、一般的に授業をサポートする

ためソフトウエアを利用する教育目的の利用許諾

は、特にサイト許諾のかたちでよく行われている。

また、教育機関は、遠隔教育コースの教材作成・

伝送に、ソフトウエアパッケージを利用している

が、この利用許諾は一般的になされている。

５．２．２　利用許諾の代替

教育機関は、素材のディジタル利用許諾を選択

したがらない事情がある。また、著作権で保護さ

れた著作物を遠隔教育のコースに用いたがらない

傾向もある。著作権者との利害対立を避けるため、

著作権法の著作権制限条項を活用する傾向がある

ようだ。

現実に、多くのコースは、著作権で保護された

著作物を教材に入れていないか、加えるとしても

わずかに限っている。オンラインコースが一般的

になってからこの数年、大学など学校の先生は、

他人の教材をあまり組み入れず自らコンテンツを

作成するようになってきている。すでにあるコン

テンツを教材に入れる先生も、著作権問題を回避

するためパブリック・ドメインから素材を選ぶよ

うである。

教育機関が著作権のある素材を利用する場合で

あって利用許諾を求めないとき、その判断の根拠

として頼る寄りどころは、著作権法の著作権制限

条項である。多くの教育機関がもっともよく依拠

するのは「公正利用」条項である。しかし、この

「公正利用」原則がディジタル環境でどれほど働

くのか不明で、実際、「公正利用」原則の解釈は

まちまちである。このほかに著作権を制限し著作

物の利用を促す条項は、教育目的からの著作権の

制限を定める著作権法１１０条１項、２項である。

ただし、これらの条項の解釈、詳細条件の適用に

関しては実務事例は少ないようである。

５．３　利用許諾の手続き

利用許諾の手続きを一般化することは難しい。

教育機関と著作権者との間の利用許諾がさまざま

な方法で行われているからである。利用許諾の責

任は、しばしば分散化し、これらの責任を有する

人たちへの研修が十分に行われていないようだ。

一般的に、利用許諾にかかる契約に力点をおき責

任も集中させればさせるほど、許諾手続きは

スムーズになり上手くいく確率も高くなる。

５．３．１　教育機関

著作権の利用許諾の手続きを責任をもって担当

する人、セクションは、各教育機関によって異な

る。学校全体の許諾についての事務処理をすべて
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専担するスタッフを置いているところもあるが、

個々の先生が自分のコースに関することに責任を

もつケースが圧倒的に多い。図書司は、図書館の

蔵書、保管資料の著作権事務を取り扱うというそ

の仕事の性格から、アドバイスを求められること

が多い。そのほか、事務処理を担うのは、法務オ

フィス、学校事務本部、キャンパス書籍販売責任

者などである。ときに、著作物の種類によって担

当を分け、オーディオビジュアル素材はマルチメ

ディアセンター、e－reserveは図書館、教科書は

書籍販売セクションという事例もある。

学校の先生は、著作権者、著作権管理団体の両

方とコンタクトする選択肢がある。大手の著作権

管理団体については、その事務処理手続きが行き

届いていると評価する先生が多く、そのため、一

層これらの団体に頼るようになってきているよう

だ。著作権者に直接コンタクトする場合もある。

著作権者が映画会社や教育図書出版社などの場合

である。

５．３．２　著作権者

著作権者も、著作権の利用許諾手続きの取り扱

いについて同じく新たな対応を迫られている。許

諾要請に対する取り扱いの仕事は、集中化、効率

化しているとは必ずしもいえない。特にディジタ

ル利用に関してはそうである。権利処理の実務を

行うスタッフが、技術面に詳しいとはいえず、ま

た、処理手続きがしっかりルール化されているわ

けではないからである。

著作権者の経営規模や事業運営方法、教育市場

への関心度合い、著作物の種類によって、教育分

野に関する著作権の事務処理の効率性は、大きく

異なる。一般的に言えば、大手の著作権者になれ

ばなるほど、許諾事務の経験も豊富で、一貫した

事務処理の社内規則をもっている。学術市場への

経済的関心が高い著作権者は、市場に対応できる

許諾事務ができるよう基盤整備に努めている。た

とえば、大手の教育図書出版社は、著作権を専門

に扱うセクションをおき、比較的すばやく、合理

的な対応をしてくれる。

５．４　利用許諾の課題

多くの教育機関は、ディジタル遠隔教育への利

用許諾に関し幾度も障害にぶつかってきている。

主な問題は３つある、すなわち、著作権者を突き

止める難しさ、タイミングよく許諾を得られない

こと、合理的とは言えない利用対価である。

著作権者の特定は、時間がかかり、きわめて難

しい作業になる場合がある。昔の印刷されず刊行

されていない作品や、著作権管理情報が表示され

ていない作品は、特に問題だ。ディジタル環境下、

個々の著作者は、既存の出版社を取次店としてあ

いだに置かずにその作品を簡単に配ることができ

るので、この問題は、より一層深刻だ。オンライ

ンコースは、多くの異なる著作物を組み込むこと

ができるが、その際、たった一つの著作物の正当

権利者を見つけ出すため教職員や図書司を幾日も

かかりっきりにさせるのはかなわないとの声が教

育機関から聞こえてくる。さらに、たとえ特定で

きたとしてもその著作権者が１００％の権能をもっ

ていないケースもありうる。

学校関係者からは、著作権者からの許諾に時間

がかかりすぎるとの悩みが出ている。返答まで数

ヶ月、いや、「なしのツブテ」だってある。この

ような遅延が、新学期のスタート時期など期限が

きられている問題のため教材の準備に大きな障害

になることもありうる。

また、教育機関に共通の心配は、利用許諾のコ

ストである。素材のディジタル利用の対価は、ア

ナログ利用よりも相当うわまわることも多い。利

用料があまりにも大きすぎて利用を断念した非営

利の教育コースもある。そのほかの利用条件にも
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問題は内在する。特に著作権法では許される場合

であっても、ディジタル利用ゆえに著作権法を上

回る厳しい利用制約条件が課せられるおそれがあ

る。大学へのサイト許諾がキャンパスの学生に利

用に制限し遠隔地の学生からの教材へのアクセス

を禁止したり、仮に許容してもその見返りに使用

料の引上げが求められるといった問題が、図書司

から提議されている。

利用許諾の問題の程度は、著作物の種類によっ

て異なる。新聞雑誌の記事や音楽・映画などの

オーディオビジュアル作品に関して、特にデッ

ドロックに乗り上げることが多い。

ディジタルと関連づけると障害は一層大きくな

りがちだ。この理由として考えられることは、ま

ず、著作者は、著作物がディジタル化されれば許

諾なしで勝手に出回る危険性がさらに大きくなる

と思っているからである。著作権者は、このリス

クに対し、使用料を高めに設定し、制約条件を厳

しくし、ときには利用を認めないといった対抗策

を講じている。また、ディジタル化により元の作

品が容易に改変できるので新規性や創作性が損な

われるのではないか、との危惧をもつ著作権者も

いる。

５．５　今後の展望

近い将来、より効果的なディジタル利用許諾が、

作品の著作権を保護する技術革新や電磁的な著作

権管理情報の利用、オンライン利用許諾などによ

り行えるようになるであろう。

５．５．１　技術的な保護とオンライン利用許諾シス

テム

技術革新がディジタル利用の許諾を促すため大

きな役割を果たすべきであろう。日進月歩に開発

普及する技術的保護措置は、ディジタル利用の許

諾に関する著作権者の憂慮をなくし許諾しやすい

環境を作っていくであろう。さらに、著作権者の

名前、住所、許諾条件などのディジタル著作物の

著作権管理情報に関する技術は、一般的になって

きている。このことは、著作物を利用する側にと

っても著作権者の特定などが容易になるメリット

がある。

オンライン利用許諾の促進、標準化やディジタ

ル化著作物の利用環境の向上のためさまざまなプ

ロジェクトが進行中である。オンライン利用許諾

システム、著作権データベース、ディジタル著作

物図書館がどんどん増えている。たとえば、複数

の教育図書出版社がオンライン利用許諾システム

を構築しており、学校関係者はこのシステムを

使って著作権情報のすばやい検索が行えるよう

になった。

５．５．２　著作権の包括的な管理

オンライン利用許諾のサイトを構築運営するた

め、新しい組織が作られた。また、既存の著作権

管理団体もディジタル時代に即応できる体制整備

を急いでいる。たとえば、CCCのElectronic

Course Content Serviceは、教育機関が学習教材

やe－reserve用にディジタル素材のオンライン利

用許諾を受けるため、１９９７年にスタートした。１９

９８年、このシステムは、週平均４０件、取り扱っ

た。

ただ、これらの著作権管理団体が万能かという

とそうではない。米国のこれらの団体は、すべて

の著作物、著作権者を網羅しているわけではなく、

すべての範疇の著作物のディジタル利用すべてを

ワンストップショッピング的に一箇所で事務処理

できるかというと、近い将来に限れば望み薄であ

る。

５．５．３　ディジタル利用許諾の展望

ディジタル利用に関する著作権の利用許諾は、
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スタートしてようやく数年経ただけであり、許諾

処理案件もまだわずかだ。利用許諾の仕組みや著

作権者の意識は、技術革新に追いつくため懸命だ。

ディジタル利用は一般化するにつれ著作権者の考

え方も柔軟になってきている。過去には、出版社

は目的のいかんを問わず書籍のディジタル化を拒

んできたが、その態度は軟化し出版社の基準に合

えばディジタル化を認めるようになってきている。

著作物の有効な保護措置の発展を著作権者は理解

すべきであろう。

６　ディジタル遠隔教育での技術

利用許諾をスムーズにする技術としてまず思い

浮かぶのが、著作物にディジタル形式で関連情報

を挿入しておくことであり、また、利用許諾や応

諾をオンラインで行うことである。数多くの異

なった種類の著作物頒布・伝送技術が今日では

遠隔教育に用いられている。ディジタル・テレビ

やビデオ会議のようによく知られた技術もある。

先生と学生との間をコンピュータ網で結ぶディジ

タル網技術もある。

コンピュータは、遠隔教育の道具としてもっと

も使い勝手がよい。テレビや電話の機能もある。

さらに注目すべきは双方向機能、大量情報伝送機

能、さまざまな機能の複合化機能である。コン

ピュータ網を使うことで、テキストやグラフを

送り、即時的にあるいは時間をずらして利用者双

方を結びつけ、利用者間でメッセージや音声、映

像を送受しあうことが可能になった。

ディジタル遠隔教育のコースに「典型」という

ものはない。教師は、時として自ら作成した文

書・図表、パソコンファイルを使って教材を作り

だし、時に市販のソフトウエアのテンプレートを

使い教材を作成する。今日利用できるあらゆる技

術的なツールを組み合わせることが可能だ。電子

メール、チャット・ルーム、ホワイトボード、共

用アプリケーション、インターネット放送のビデ

オ・オーディオ、ビデオ・オーディオファイル、

コース管理インフラ、ウェブサイトへのリンク、

双方向機能をもつCD－ROM、DVD－ROMなど

だ。さらに、自分のペースで学ぶ独習教材を教材

販売会社や教育機関から手に入れることができる。

ディジタル環境での著作物の技術的保護の必要

性は、遠隔教育にかぎらずすべての分野で認識さ

れている。ベンダーもコンテンツ・プロバイダー

も商用ベースで実行可能な保護技術の開発に取り

組み、業界団体は協調して技術標準化を進めてい

る。著作物へのアクセスを制限する技術がある。

アクセス後の著作物の利用を禁止し、また、禁止

行為を探知する技術もある。コストやセキュリ

ティの程度で技術にもさまざまなレベルがある。

確かに多くの技術は高い有効性をもつが、１００％

完全な保護を保証するものはない。保護すべき素

材へアクセスして得られる価値よりも、そのアク

セスを実現するコストが上回ることが保護技術の

開発実用化にあたっての基準になる。

教育機関自体、その教育機関に入学し講座の履

修届をした学生に限ってアクセスできるようにし

ている。たとえば、パスワード、ファイアウォー

ル、IPアドレスやドメイン・ネームでのスクリー

ニング、ハードウエア接続、暗号化などである。

そして教材配布はCD－ROMに限っているところ

もある。

教材へのアクセスが許諾された後に続くのが、

学生の手による教材のダウンロードや他への転送

だ。このような川下利用のための技術がすでに陸

続と生まれている。すべてではないがほとんどの

技術は、ただ一つのコンテンツにしか合わないと

いう問題を抱えている。最も有効な技術は、コン

テンツ・権利情報閲覧技術である。この技術に

よって著作者は、その著作物の利用条件を定め、

すべてのディジタルコピーにこの情報を付加する
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ことが可能になる。この条件に合わない利用は何

人も許されない。たとえば、学生は、著作物を見

たり一部だけプリントしたりすることはできるが、

それをディスクに保存したり他に転送することは

できない、といった条件がディジタルコピーに刻

印されているのだ。ストリーミング・フォーマッ

トはコピーを阻止する仕組みを組み込んでおり、

画素密度の粗いホームページ画面では鮮明なコ

ピーができないようにしている。いずれもいく

ぶんかは転送を防止する効果をもっている。

利用を識別・追跡するためディジタル著作物内

に情報を埋め込む技術が開発実用化されてきてい

る。今のところディジタル・ウォーターマーキン

グ技術がもっとも有効なようだ。市販のソフトウ

エアやサービスを利用するとき、これらの識別情

報が、インターネット上で流通する著作物の中か

ら著作権の利用許諾がないものを見つけ出す目印

になりうる。

重要な開発実用化がすべてのディジタル分野で

進行中で、汎用的な技術はさらに増えるであろう。

もっと有効な著作権利用許諾メカニズムが普及し、

著作物の伝送システムはより効率的・高度化し互

換性も増すであろう。コンテンツを保護する技術

開発は予測が難しい。近い将来、無許可のアクセ

スや分配から著作物をかなり有効に保護すること

が技術的に可能になろう。川下の利用を防止する

技術が広く世の中に受け入れられるものになるか

否かなお見極めが必要なので、この技術が、ディ

ジタル遠隔教育で、実用的なレベルでいつどの程

度使えるようになるのかは明確に言えない。

７　遠隔教育への著作権法の適用

教育のさまざまな活動には著作権法上のさまざ

まな権利が関係する。ディジタル網を使って伝送

された著作物が上演・演奏、提示される場合、技

術特性から、素材が通過するコンピュータに一時

的にRAMコピーが作成される。この場合、結果

的に単に上演・演奏、提示の権利のみならず複

製・頒布の権利も関係してくるのだ。

ディジタル遠隔教育について著作権の制限、す

なわち著作者からの利用許諾が不要な場合は３つ

ある。著作権法１１０条による特定の教育目的での

著作物の利用のケースが２つと著作権法１０７条で

定める公正利用原則のケースが１つである。１１０

条の１項と２項は、ともに体系的な履修コースが

想定するすべての形態の上演・演奏や提示をカ

バーする。１１０条１項は、フェース・ツー・フェー

スの授業で著作物の上演・演奏、提示が行われる

場合は、著作権の利用許諾を受けなくてもよい、

と規定している。１１０条２項は、１９７６年に追加さ

れた条文だが、遠隔教育をカバーし、いわゆる教

育放送での上演・演奏、提示については著作物の

利用許諾が不要と定めている。ただ、これらの条

文にはさまざまな制限、制約がついており、たと

えば、１１０条２項は、上演・演奏権の制約がなく

利用が自由にできる著作物は、非「戯曲」的な文

学作品や楽曲に限っている。（ちなみに提示権の

適用除外はすべての分野の著作物に及ぶ）また、

１１０条２項は、伝送の性質、内容や受け手の特定、

所在地などに制約を設けている。上演・演奏、提

示は、非営利の教育機関や政府機関による体系的

な教育活動の一環であることが必要条件だ。さら

に、著作物は、授業内容に直接関連し補助教材に

なるものでなければならない。また、教室など授

業の行われる場所で著作物を受け取らなければな

らない。例外は、障害をもつ人や、教室に行けな

い特別の理由のある人、政府職員に限られる。

１１０条２項は、ディジタル網上で提供される講

座には適用がきかないと言ってよい。この規定は、

単に上演・演奏や提示といった行為しか例外とし

ないから、ディジタル伝送に含まれる再製や頒布

という行為は認められないのだ。さらに、教室へ
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出席ができないという特別の事情がない学生は、

遠隔授業を受講したいと希望しても、条文でいう

有資格受講生に該当しないであろう。

「公正利用」は、著作者の排他的権利に対する

最も広範かつ一般的な制限である。特別の教育的

事由でカバーできない遠隔教育であっても、著作

物の利用を可能にできる場合もあるからだ。公正

利用の規定は、弾力的で技術中立的である。ディ

ジタル世界で教育目的利用のため、これからも重

要な役割を担っていくであろう。公正利用の適用

の適否を争う訴訟は、ディジタル遠隔教育ではま

だないが、もし訴訟になれば、講座のテーマ・内

容、教育機関の性格、先生の素材利用の態様、素

材の種類・ボリュームが争点になるであろう。過

去に、「公正利用」規定の教育分野への適用につ

いて明確化するため、ガイドラインが利害関係者

で検討された。一定のアナログ利用に関するガイ

ドラインは、現行の著作権法の制定過程で条文に

盛り込まれた。

著作権法では、１１２条は一時録音の例外、１１４

条は音声録音の排他的権利の制限、１１１条は一定

の第二次送信の例外を定めているが、これらの著

作権制限条項は、ディジタル環境の遠隔教育に広

く適用することはできないようだ。許諾の強制に

より遠隔教育の行う者は、著作物を一定の方法で

使うことができるが、授業のニーズを十分に満た

すにはほど遠い。

ディジタル千年期著作権法（DMCA）により、

著作権法には、オンライン・サービスプロバイ

ダーの義務の制限や、著作権保護の新たな技術

的条件が条文追加された。これらの条項は、ディ

ジタル遠隔教育の著作物利用の許容範囲を左右す

るものではないが、ディジタル環境での素材の配

布・許諾に関し、教育機関と著作権者との間に一

定の緩衝帯を作る効果をもたらした。著作権法に

新規追加された５１２条によって、教職員や学生に

ネットワークアクセスの機会を与える教育機関は、

その機会提供だけではネットワークで送信される

素材を侵害したとして問責されないことになった。

著作権法に追加された新１２章では、著作物保護の

ため著作権者が講じる技術的措置をすりぬけるさ

まざまな行為を禁止する規定や著作権管理情報を

保護する規定が含まれている。

国際的な文脈では、２つの課題が出てきている。

条約の履行と海外への改正著作権法の影響である。

著作権に関し米国を拘束する主要な国際条約は、

ベルン条約と世界貿易機関（WTO）のTRIPS協

定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）

である。両条約とも著作権者の権利の例外に関す

る規定を含んでいる。遠隔教育のため著作権の制

限を定める場合、これらの条約との整合性をはか

ることが求められる。さらに、著作権の制限規定

を施行すれば、準拠法、国際裁判管轄の問題が海

外に影響を及ぼすことになる。米国の教育機関が

外国の学生に教材を送信するとき、米国の法令が

適用されるのか、受信国の法令が適用されるのか

ははっきりしない。これによって、著作物の利用

が許されるか否かの判断は難しい。また、海外の

国々は、ディジタル遠隔教育のため著作権法の改

正を進めようとしており、何らかの整合性をはか

る必要があろう。

８　調査報告書からTEACH法案まで

コンテンツの制作・出版業界は、なお、著作権

局が１９９９年に連邦議会に出した報告をベースとし

た議会での議論に対し、昨年まで次のような理由

をあげ難色を示し続けていた。

１）ディジタル遠隔教育の市場環境は、絶え間な

く急速に発展変化している。

２）インターネットをベースとする遠隔教育の講

座・教材については、非営利、営利いずれも

の提供者もいるが、これらの者の間の競争、
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協力関係が複雑である。

３）ディジタルネットワーク環境下で、著作者の

権利と著作物の利用者のニーズとの間の「均

衡」を保つために、著作権局が不可欠の条件

とする有効・経済的な技術要件が妥当なもの

か否か不確実である。

紆余曲折を経て、今年３月７日、上院議員

HatchとLeahyは、著作権局の法案化勧告に沿っ

たTEACH法案を議会に提案した。

ところが、上院司法委員会の公聴会（３月１３日）

では議論百出で意見が大きくわかれた。教育機関

はおおむね法案に賛成。ただ、オンライン遠隔教

育とこれまでの教室での教育が同じような扱いに

するという法案の最終的な目的を達成するため多

くの条文修正をもとめた。コンテンツの制作・出

版業界は法案に猛反発した。現行法を変える理由

はないし、仮に議会が政治的な理由から法案化を

決意するのであれば、教育関係者が提案する方向

とはまったく反対の方向に改正すべきだと主張し

た。

この手詰まりを打開するため、上院司法委員会

は、教育関係者とコンテンツ関係者との調整を行

うよう著作権局にもとめた。

著作権局は、利害調整に参加する関係者の範囲

を広げ、両サイドの関係者も調整過程でさまざま

な支援団体とたえず連絡をとりあった。この調整

はしばしば中断をはさみながら４月なかばから５

月いっぱい続いた。調整は困難をきわめた。しか

し、最終的には、「虚心坦懐、誠実に、そして最

後は妥協が必要だ」とのコンセンサスが生まれ無

事、調整を終えることができた。

調整の結果、著作権法の１１０条２項と１１２条は

修正された。調整の過程では、その他の著作権法

の条文は明示的にも黙示的にも変えるべきでない

とのコンセンサスもできた。

この調整で修文されたTEACH法案によって、

オンライン遠隔教育普及のため著作権法を改正す

る主要な事項は次のとおりである。

○遠隔教育の上演・演奏に使うことができる著作

物の範囲を拡大する。（非「戯曲」的な文学作

品や楽曲など）

○物理的な意味での「教室」の概念を取り除く。

これによって学生がコンピュータ端末にアクセ

スできるところであればどこへでもディジタル

教材を伝送できるようにする。

○著作物教材をサーバーに蓄積できるようにする。

これによっていつでも上演・演奏や提示が可能

になる。

○著作物のディジタル版が教育機関で利用できな

かったり、ディジタル化作品が使用できないよ

う技術的にガードがかかっているときは、遠隔

教育用のアナログ版教材をディジタル変換でき

るようにする。

○ディジタル自動伝送のプロセスで一時的・臨時

的な複製が行われるが、許可されたディジタル

遠隔教育の受講生はこの複製違反責任を問われ

ないことを明らかにする。

他方で、TEACH法案では、許可を得ず不適切

に著作物を使うことを禁止するため、重要なセー

フガード規定も新たに盛り込まれた。その主なも

のは次のとおりである。

○上演・演奏や提示は、教師の実際の監督のもと

で間接的に教師が介在する教室授業の一部であ

ること。

○著作物の利用はその一部に限定される。非「戯

曲」的な文学作品や楽曲以外の著作物の上演・

演奏は、合理的な一部分に限られる。また提示

は、実際の教室で通常提示される分量に限られ

る。

○教材は、技術的に可能な限度において受講を認

められた学生に限って受け取るようにする。

○教育機関は、その講義の期間をこえてアクセス
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も盛んであった。そこにインターネットの登場で

ある。そして、この小稿で述べたように利害関係

者間の妥協により、インターネット時代の遠隔

教育の制約となる著作権法の現行の枠組みが、今、

変わろうとしている。今後、インターネットを利

用しての遠隔教育がますます盛んになるであろう。

他方、わが国においても、著作物のディジタル

化やインターネットを利用する遠隔教育などこれ

まで著作権法の規制では想定しえなかった状況が

現実化している。緊急に著作権法の枠組みを見直

す必要があろう。昨年１１月から文化審議会著作権

分科会の「著作物等の教育目的の利用に関する

ワーキンググループ」でネットワークを活用し

た教育活動への対応などが議論され始めた。

米国の動向はわが国の議論にも少なからず影響を

与えるであろう。今後とも注視が必要である。
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可能な形態で著作物を保持しないよう、また、

著作物が許可なく一層頒布しないよう、技術的

な防止措置を講じること。

○上演・演奏や提示は、コピーやフォトコピーの

形式で合法的に作成・取得されること。

９　最後に

米国はわが国とは教育風土が異なっている。州

が教育行政の責任をもち、連邦政府は教育ローン

の枠組みを作るなど補完的な役割をになってきた。

国民は、自らのニーズにあった科目を選択履修し、

もともと大学進学率が高い。このような教育環境

にくわえ、スキルアップ、転職のため学校卒業後

も専門技能・知識を習得しようとする意識が高く、

しかも国土が広く身近に適当な学校がないケース

も多い。このような理由から通信教育がこれまで
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米国におけるディジタル遠隔教育の事例

（米国教師連盟（American Federation of Teachers）のレポート「A Virtual Revolution: Trends in

the Expansion of Distance Education」より）

オンライン遠隔教育プログラム実施大学の例

教育機関 特色 規模等 履修者数 認定

e－Cornell
営利部門として分
離。コース準備中。

単位認定（学位授
与の予定なし）

未定
e－Cornell自体と
しては認定を受け
ておらず。

NYU

Online

営利部門として分
離。企業研修に主
力。

２大学院。企業専
門プログラム多数。

学部プログラム履
修者：１６６

NYU Online自体
としては認定を受
けておらず。

イリノイ大学

Online

イリノイ大学キャ
ンパスの一部で、
アンブレア組織。

１専門学位、１０修
士・学士コース

オンライン受講
コース総数６，０００

北中央地域基準認
定協会の認定

メリーランド大学
（UMUC）

世界最大規模のオ
ンラインコース履
修者数の大学

１４学部、１０大学院 ４０，０００
中部州地域基準認
定協会の認定

リオサラド・コ
ミュニティカレッ
ジ

コミュニティカ
レッジとしてオン
ライン遠隔教育を
最初に始めた機関
の一つ。

６の学位、１２の単
位

オンラインコース
は２００。一学期当
たり履修者数
８，０００

北中央地域基準認
定協会の認定

SUNY

Learning

Network

UMUC、Phoenix
と並ぶ全米最大の
遠隔教育プログラ
ムをもつ。

会計からウェブ設
計まで１，５００コー
ス

一学期当たり
約１０，０００のコース
履修数

中部州地域基準認
定協会の認定

Virtual

Temple

営利部門として分
離。コース準備中。

未定 未定
Virtual Temple自
体としては認定を
受けておらず。
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大学・企業提携：コース管理システムの提供

大学・企業提携：ハイブリッド・コース等の提供

特色 提供先の教育機関

Blackboard
オンライン教育運用ソフトウエアの提
供

１，９００以上の教育機関が利用

Campus Pipeline
高等教育機関に対するウェブプラット
フォームの提供

キ ャ ン パ ス ・ ラ イ セ ン シ ー は
６００近くにのぼる。

eCollege
大学向けオンラインキャンパスの提供
（Blackboard、Web CTはライバル）

Colorado大学、Johns Hopkins、Seton
Hall、DeVryなど

Web CT
遠隔教育用キャンパスプラットフォー
ムの提供

２，６００の教育機関が利用

特色 規模等 提携先 認定

Cardean大
学
／Unext
com

有名ビジネススクー
ルと協力し問題解決
型のカリキュラム構
成

MBAプログラ
ム、８０コース

Columbia、Chicago、

Stanford、Carnegie
Mellon、London
School of Economics

DETC

Cenquest
大学院ビジネスコー
ス、研修

２修士プログラ
ム等

Babson、Texas大学、

Oregon Institute、

Adelaide大学、MIT

なし

Fathom

Columbia大学から
営利部門として分離。
芸術、人文科学コー
スなどを提供。

６００コース。登
録者数は７５，０００。
オンラインコー
スで数百名の履
修者。

Chicago大学、

American Film

Institute、London
School of Economics、

NY公立図書館

なし

Global

Education

Network

Brainchild of

WilliamsのMark
Taylor教授、投資銀
行家Herbert

Allenが中心。
芸術、人文科学
が中核カリキュ
ラム。

３－４コースを準備中。
学位プログラムはない。

Williams、Wellesley、

Brown、Amheart、

Yaleの教授等がコー
ス開設に協力。

Quisic

（旧名

University

Access）

修士レベルのビジネ
スコース、研修プロ
グラムを提供。

Cisco、United、

Citigroup、

Lexus、IBMが
クライアント。

約２００の企業がクライ
アント。Dartmouth、

Economics、North
Carolina、USCが提携
大学。

なし

Universitas

２１

世界の１８の教育機関
の連合組織。

Thomson Learning

と提携。

計画中
米国の教育機関との提
携を模索中。

なし
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「仮想」大学（Virtual University）

教育機関 特色 規模等 履修者数 認定

Andrew

Jackson大学
教科書主体の通信制大
学。

３学士コース、３
大学院コース

４００－４５０ DETC

Capella大学

伝統的なコースや企業
研修を提供。

Honeywell、Lawson
Softwareと提携。

３６単位認定コース
１学士コース
１１大学院コース

１，０４９
北中央地域基準認定協
会の認定

Jones 国際大学
最初に認定を完全に受
けたオンライン大学

２１単位認定コース
１学士コース
２大学院コース

１，５００
北中央地域基準認定協
会の認定

Kennedy－

Western大学
企業中堅専門社員を対
象とする。

１３学士コース
１２大学院コース
１２博士コース

２３，０００

地域基準認定協会から
認定を受けておらず。

Wyoming州教育局よ
り認定。

Phoenix大学

Online

営利目的の大学で急成
長中。コースの２５％が
オンライン。

８学士コース
１０大学院コース
１博士コース
なお、単位認定
コースを準備中。

１８，５００
北中央地域基準認定協
会の認定

Western

Governors大学

他の教育機関、企業が
開設するコースメニュ
ーを提供する私立大学

３単位認定コース
４学士コース
１大学院コース

２０８ IRAC認定の予定。
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